
令和７年２月１０日発行  

 公益社団法人 広島市シルバー人材センター 

     事務局だより 
ス マ イ ル ト ゥ ス マ イ ル

２月３日（月）、５日（水）に本部および各支部・

出張所で「Smile to Smile」相談会を開催し、合わ

せて３０人の会員にご参加いただきました。 

「Smile to Smile」の登録や使用方法を支援す

る会員サポーターが懇切丁寧に対応し、全員無事

登録が完了しました。 

今後の開催予定は以下のとおりです。 

事前にご連絡いただくと、スムーズにご案内できます。 
 

 

 

令和６年度 

２月号 

任せてね‼ あなたと地域のお手伝い 
 

 

 

 

開催場所 開催日 時間 

 シルバー人材センター 
本 部  ／ 北支部 
佐伯支部 ／ 安芸出張所 

2月25日(火) 

3月3日(月)、5日(水)、25日(火) 
9：00～12：00 

 

●当センターでは、フリーランス法に対応するため、会員の皆様の仕事の内容など
の就業条件は、原則として会員専用サイト「Smile to Smile」でお知らせしま
す。 

●「Smile to Smile」を利用するには、会員の皆様ご自身での登録が必要です。登
録をすると、センターから依頼した仕事の内容をいつでもスマホ等で確認ができ
るうえ、配分金の明細（※）や、センターからのお知らせなどをご覧いただけま
す。 

●未登録の場合は、書面での郵送や手渡しとなり、時間や来所の手間がかかります
ので、できるだけ早く「Smile to Smile」の登録をお願いします。 

●登録のための関係資料について、８月末時点で未登録の会員には、【ひろしまシ
ルバーだより第 129 号】（９月送付）に同封しています。また、９月以降に入
会された方には、会員証に同封する形でお送りしています。 

※  配分金の明細は、令和７年４月以降の郵送を廃止し、「Smile to Smile」によりご確認
いただく方法へと移行します。 

 

【相談会の様子】 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員の皆様におかれましては、ご理解いただきますようお願いいたします。 

 

当センターでは、令和６年１１月のフリーランス法施行に伴い厚生労働省から示された「シルバー

人材センターにおける契約方法の見直しに関する基本方針」に基づき、会員の皆様が請負・委任の形

態で就業する場合の契約方法について、見直しを行います。 

具体的には、会員の皆様がフリーランス法の下で、安心・安全に就業できるよう、発注者・センタ

ー・会員間の契約関係を見直し（下図参照）、発注者から会員に対して直接業務委託が行われる形式

とします。 

この見直しにより、形式的には発注者と会員との間で契約関係が生じることになりますが、実務面

では現在と基本的に変わるところはありません。 

なお、この新たな契約方法は、令和７年度から一部の契約で適用し、順次拡大していく予定です。 

 

重要 

 

 



 

 
 

 

 

１月２１日（火）、ハローワーク広島が開催した就職セミナーに参加し、シルバー事

業の説明を行いました。この就職セミナーには毎月参加させていただいており、いつも

多くの方にご参加いただいています。今後もハローワークと連携し、会員確保に努めて

いきます。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

広島城アソシエイツ（ＲＣＣ地域連携室）を訪問しました 

 

 
 

 
 
 
 
 

生協ひろしま人事教育部を訪問しました 

 

会 員 拡 大 の 取 組 

ハローワーク広島就職セミナー 

 

ハローワークを訪れる方に、シルバ

ーでの働き方を説明しています。週

2～3日の短時間で就業を希望さ

れる方はシルバーがおすすめです！ 

 就 業 機 会 拡 大 の 取 組 

１月３０日（木）、生協ひろしま人事教育部を訪問し、就

業開拓にかかる協議を行いました。このように当センターで

は会員の拡大と同時に、就業の拡大も行っています。より多

くの方がシルバーパワーを発揮できるよう、当センターでは

様々な分野のお仕事が受注できるよう取り組んでいます。 

日時 ： 2025年 ３月 ３日 (月) 9：30～11：30 

場所 ： 広島市シルバー人材センター 本部４階研修室 

      ニュースポーツ・切り絵同好会などのイベント実施予定 

日時 ： 2025年 ２月 ２１日 (金) 9：30～11：30 

場所 ： 広島市シルバー人材センター佐伯支部 

      会員相互の交流・情報交換 

 高齢者いきいき活動ポイント対象事業（１ポイント）  

会員交流の場です。ぜひお越しください！ 

１月１５日（水）、広島城アソシエイツを訪問し、３月に

オープンする「広島城三の丸」において、当センターの活用

について検討していただくよう依頼しました。 

ＲＣＣプレスリリースより 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 令和６年度 令和５年度 差 

傷害事故 ２１件 ２４件 ▲３件 

賠償事故 ２１件 １９件 ２件 

計 ４２件 ４３件 ▲１件 

事 故 発 生 状 況 

安全はすべてにおいて優先する 

（各年度１月末現在） 

１月は傷害事故が１件発生しました。就業中手が挟まれて負傷したものです。 

今の季節は気温の低下により、身体が思うように動かなくなります。 

身体が動かなくなることによるけが、路面の凍結による転倒などに注意してください。 

 

～交通安全講習会を実施しました～ 

危険予知 潜む危険 見逃すな！ 

１月１７日（金）、２２日（水）、２８日（火）及び２９日

（水）に、安佐南区地域福祉センターほか３会場で、広島市道

路交通局道路管理課及び自転車都市づくり推進課から講師を

招き、交通安全講習会を開催しました。全体で１１５人の会員

が受講しました。 

広島市内の交通事故の現状のほか、自動車だけでなく、自転

車を運転する際に注意すべきことも説明していただきました。 

また、ビデオを見ながら安全運転のポイントを検証したり、「交

通安全かるた」を使って楽しく、わかりやすく交通安全に関す

る知識を深めました。 

 今回お越しいただいた講師の方々のご協力もあり、シ

ルバー会員にとって学びの多い講習となりました。 



 

 

 
 
 

今回は、「協同労働ひろしま」の公式ホームページ

をご紹介します。 

協同労働という働き方の説明や、協同労働団体の立

ち上げや活動に当たっての支援内容、協同労働団体の

活動紹介、協同労働学習会などの各種イベント情報を

掲載しています。 

協同労働団体の活動紹介コーナーでは、各団体の活

動内容を記事や通信紙、動画でわかりやすく紹介する

とともに、団体のメンバーの思いも載せています。ぜひ、ご覧ください。 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

広島市「協同労働」プラットフォーム 
受託団体：労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 

〒730-0005  広島市中区西白島町２３－９  広島市シルバー人材センター内 4 階 

電話番号 082-554-4400（土日祝を除く 10 時〜18 時） F A X 082-554-4401  

ホームページ https://kyodo-rodo.jp 

E-mail platform-hiroshima@roukyou.gr.jp 

※協同労働について詳しく知りたい方は、広島市「協同労働」プラットフォームまでお問い合わせください。 

コーナー 

 協同労働ひろしま 公式ホームページのご案内 

 

 １月２２日 「協同労働」学習会（南区）が開催されました 

１月２２日（水）、南区地域福祉センターで「協同労働」学習会が開催されました。 

学習会では、約２０名の参加者の中、住民の困りごと支援を中心に活動されている『広

島らくえん会』による活動内容の紹介をはじめ、協同労働という働き方の説明や、質疑

応答などが行われました。 

令和７年４月の「広島市協同労働支援センター」開設に向けて、現在、事業計画の策定や、

協同労働団体への説明などの諸準備を進めております。 

開設後は、地域社会の活性化により一層貢献していくため、シルバー事業との連携による

相互の加入促進や、活動機会の拡大にも取り組んでいきたいと考えております。 

引き続き、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

協同労働 広島市 
https://kyodo-rodo.jp/ 

またはキーワード検索からお越しください。 

https://kyodo-rodo.jp/
https://kyodo-rodo.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

植木スクール受講のための受講説明会を次のとおり開催します。 
 

会員向け 

日 時：令和７年２月２０日（木）１０：００～ （１時間程度） 

場 所：本部４階 研修室 

 

入会予定の方向け 

日 時：令和７年２月２１日（金）１０：００～ （１時間程度） 

場 所：本部４階 研修室 

 

◆ 申 込 先 電話 082（223）1156   

◆ お問い合わせ 業務第二係 船本・窪田まで 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

●植木スクール受講要件等  

① 募集人員：２０人程度 

② 実施時期：4月～７月・９月～１０月の間、延べ５０日間 

③ 受講場所：講義 本部４階研修室、実技 公共施設等 

④ 受 講 料：無料（交通費・昼食代等の支給なし） 

⑤ 受講終了後は必ず当センターの剪定業務に就くこと。 

⑥ 剪定道具(８尺の三脚等)を運搬できる車両を所有しているか、受講までに所有できること。 

⑦ 実習道具を準備できること。（新規購入の場合、３万円程度が必要） 

⑧ 延べ５０日間の講習に出席できること。 

 

◆受講申し込みは別途受け付けます。（受講生は後日面談により決定） 

※ 剪定業務に従事する会員は、受講し修了することが必須です。 




